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事務事業シート（実施計画事前基礎シート）
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５．今後の方向性（担当室による内部評価）

（中事業名）※予算書事業名

地域型保育事業

人
工
数

②概算人件費 4,575千円

0.61人 0.61人 0.61人

0.00人 0.00人臨時職員等

職員

小規模保育事業
所　　　　2か所
委託児童数25人

小規模保育事業
所　　　　3か所
委託児童数44人

小規模保育事業
所　　　　4か所
委託児童数63人

83,388千円

4,796 4,796 10,541

30,486 45,000

16,286

67,830千円

0.00人

(0千円) 0千円 4,575千円

0.00人

87,963千円(0千円) 0千円 47,697千円 47,697千円①+②総事業費

0.00人

4,575千円 4,575千円

内
訳

(

千
円

)

国･県支出金

その他（　　　）

地方債

一般財源 (0)

0.00人 0.61人

7,1020 7,840 7,840 7,714

担当室名 室長名

43,122千円

60,000

43,122千円 63,255千円

主な事業の
実績・計画

保育所新設には多大な費用・
時間を要することから、保育
士の居宅等で保育を行う「小
規模保育事業」を実施。
小規模保育事業所　　　　2か
所　　　委託児童数
25人　へき地保育所の業務委
託費及び施設維持管理費。

H.27年度(作成時予算額)H.26年度（決算見込）

30,486

①直接事業費

（小事業名）

保育所費 小規模保育事業

H.30年度(計画予算)H.29年度(計画予算)H.28年度(計画予算)

(H.27)No.

小規模保育事業

総
合
計
画

政 策 互いに認めあい支えあう、健康で安心できる暮らし

基本政策 自立を支える地域福祉の充実

施 策

‐

子ども部 保育幼稚園室 山岡　尚子

事務事業名

担当部局名

2202 (H.26)No.

事業コード 199302会計区分

一般会計

民生費

児童福祉費

子育て・子ども支援

小 施 策

事業目的（めざす効果）

待機児童問題が深刻化する中、多様な主体が多様な
スペースを活用して質の高い保育を提供することによ
り、保育サービスの供給量を増やし待機児童の解消を
目指す。

事業内容

H.30年度(事業計画)

保育士の居宅等において、保育所に入所できない0～
2歳児の保育を実施する小規模保育実施事業者に対
し、地域型施設給付金の支弁等を行う。また、へき地
保育所であった国津保育所を平成27年度より小規模
保育事業に移行させ、引き続き３歳児以上の保育を実
施するため、業務委託及び施設管理を行う。

H.28年度(事業計画) H.29年度(事業計画)

地域における子育て支援の充実

３．総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

重点施策コード 3-4.子ども3人目プロジェクトの推進（待機児童ゼロ作戦）

H.26年度（事業量・取組実績） H.27年度（事業量・取組計画）

６．事務事業の取組に関係する主な市の計画具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由

該当しない

ばりっ子すくすく計画ニーズ量を見極めながら適正な規模で事業を実施していく。

地域づくり組織、市民活動団体等との連携･協働は図れないか

４．担当室による事務事業の点検 （*点検等による成果向上や見直しが困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業など)は点検対象外）

 【選択肢】
　 継続（改善）、継続（現行）、継続（拡大）、継続（縮小）、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了（予定含む）

継続（現行）

子ども・子育て支援新制度が平成27年4月から施行され、待機児童対
策の一つとして、家庭的保育、小規模保育、事業所内保育等の地域
型保育事業が市町村の認可事業として創設された。

点検項目 内容（施策達成への貢献内容、連携･協働の実践･検討内容）

育児休業明け等の年度途中の入所希望者の保育を実施することに
より、女性の社会参加を促進し、子どもを安心して産み、育てること
ができる取組として大いに貢献している。

事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか

Ａ（２つ以上の施策指標達成に貢献又は基本方針達成に特に貢献）

未だ待機児童は増加しており、充分な保育サービスを供給できてい
るとはいえない状況である。保育士の居宅や空き施設などを利用し、
小規模保育事業推進し保育の受け皿を拡充することで待機児童の
解消を図る。

考察（H.26年度の取組評価、課題） 今後の対応方針（課題解決への取組、工夫・改善の内容）


